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船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年７月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突（岩場） 

発生日時 令和６年７月２８日 ００時３７分ごろ 

発生場所 島根県松江
ま つ え

市地
じ

ノ
の

御前
ご ぜ ん

島北岸 

美保関
み ほ のせ き

灯台から真方位０５２°４００ｍ付近 

（概位 北緯３５°３４.２′ 東経１３３°１９.７′） 

事故の概要 遊漁船春
しゅん

静
せい

丸は、南進中、岩場に衝突した。 

春静丸は、釣り客４人が負傷し、船首部外板に亀裂を生じた。 

事故調査の経過 令和６年８月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 春静丸、６.７７トン 

ＳＮ２－１０８１（漁船登録番号）、個人所有 

１１.６０ｍ（Lr）×２.５３ｍ×０.９４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２５４.８０kＷ、昭和５５年１月１２日 

第２７２－８０２０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ７９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日  昭和４９年１０月２４日 

免許証交付日 令和２年２月１２日 

         （令和７年３月４日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 ４人（釣り客） 

 損傷 船首部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客７人（以下「釣り客Ａ」、

「釣り客Ｂ」、「釣り客Ｃ」、「釣り客Ｄ」、「釣り客Ｅ」、「釣り客Ｆ」及

び「釣り客Ｇ」という。）を乗せ、令和６年７月２７日１８時００分

ごろ、松江市美保関漁港を出航し、松江市地蔵埼北方沖の釣り場で遊

漁を行った。 

船長は、２８日００時００分ごろ遊漁を終えて帰港することとし、

００時１０分ごろ、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、法定

灯火のほかに船首甲板上を照らすＬＥＤライト（以下「本件ライト」
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という。）を点灯させた状態で、美保関灯台を針路目標として操舵室

後部に設置した台の上に立ち約１０ノットの対地速力で手動操舵によ

り本船を南進させた。 

（写真１、２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 船長の操船位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船の灯火 

 

本船が帰港中、操舵室前方の甲板上には、釣り客Ｃが船酔いのため

頭部を船首方に向けて横になり、釣り客Ｅ、釣り客Ｄ及び釣り客Ｇが

クーラーボックスの上に腰を掛け、操舵室後方には、釣り客Ａが釣り

道具入れの上に、釣り客Ｂがクーラーボックスの上にそれぞれ腰を掛

け、操舵室右舷側には、釣り客Ｆが甲板上に腰を下ろしていた。 

(図１ 参照) 

 

 

図１ 乗船位置 

 

本船は、地ノ御前島北方沖を航行中、船長が、衝突直前に地ノ御前

 

船長 
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島を至近に見たがどうすることもできず、００時３７分ごろ同島北岸

の岩場に衝突した。 

本船は、００時５２分ごろ、自力で美保関漁港に帰港し、船長の家

族が１１９番通報して救急車を要請し、海上保安庁には救急から事故

の通報がなされた。 

釣り客Ｃは、救急車で松江市内の病院に搬送されて治療を受け、自

宅に帰宅後、岡山県早島
はやしま

町の医療機関で第６胸椎圧迫骨折、頸
けい

椎捻挫

の診断を受けた。 

釣り客Ｅは、松江市内の病院で頸椎捻挫、右眼窩
か

部打撲傷、釣り客

Ｆは、岡山県総社
そうじゃ

市の医療機関で左肋骨骨折、釣り客Ｇは、岡山県岡

山市内の病院で左顔面挫創、右膝打撲の診断を自宅帰宅後にそれぞれ

受けた。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真３ 本船 参照） 

 その他の事項 船長は、ふだん夜間に地蔵埼沖から帰港するときは、美保関灯台を

針路目標とし、同灯台に近づいてからは、同灯台直下にある美保関地

ノ御前島照射灯（以下「美保関地ノ御前島」を省略する。）により照

らされた地ノ御前島の岩場を目視で確認していた。 

船長は、これまでは操舵室内のＧＰＳプロッターで船位を確認しな

がら航行していたが、本事故時、修理を終えたばかりの操舵室後部の

舵輪の操作を試してみたかったので、ＧＰＳプロッターの画面が見え

ない操舵室後部の台の上に立って操船を行っていた。 

船長は、本船に初めて乗船した釣り客が釣り道具の片付けなどがし

やすいと思い、本件ライトを点灯したまま航行していたので、船首方

が見えづらく、地ノ御前島に直前まで気付かなかったと本事故後に 

思った。 

船長は、これまでに本件ライトを点灯していない状態でしか航行し

たことがなく、本件ライトを点灯した状態での船首方の見通し状況に

ついて把握していなかった。 

船長は、これまでと同様に照射灯に照らされた地ノ御前島が見えた

ら、同島を右舷方に見ながら航行すればよいと思っていた。 

釣り客は、全員救命胴衣を着用していた。 

船長は、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、地ノ御前島北方沖を南進中、船長が、レーダーやＧＰＳプ

ロッターを活用して船位の確認を適切に行わなかったこと及び船首方

の見張りの支障となる本件ライトを点灯させていたことから、地ノ御

前島に接近していることに気付かないまま航行を続け、同島北岸の岩
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場に衝突したものと考えられる。 

船長は、これまでは操舵室内のＧＰＳプロッターで船位を確認しな

がら航行していたが、本事故時は、修理を終えたばかりの操舵室後部

の舵輪の操作を試してみようと思い、ＧＰＳプロッターの画面が見え

ない操舵室後部の台の上に立って操船を行っていたことから、船位の

確認が適切に行うことができなかったものと考えられる。 

船長は、釣り客が道具の片付けがしやすいと思い、本件ライトを点

灯したまま航行を続けていたことから、船首方が見えづらく、地ノ御

前島に衝突直前まで気付かなかったものと考えられる。 

船長は、これまでに本件ライトを点灯したまま航行したことがな

く、本件ライトを点灯した状態での船首方の見通し状況について把握

していなかったものと考えられる。 

船長は、これまでと同様に照射灯に照らされた地ノ御前島が見えた

ら、同島を右舷方に見ながら航行すればよいと思っていたものと考え

られる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、地ノ御前島北方沖において、船長が、 

レーダーやＧＰＳプロッターを活用して船位の確認を適切に行わな 

かったこと及び船首方の見張りの支障となる本件ライトを点灯させて

いたため、地ノ御前島に接近していることに気付かないまま航行を続

け、同島北岸の岩場に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、航行中は、目視のみの見張りに頼ることなく、レーダー

やＧＰＳプロッターを活用して船位を確認すること。 

・船長は、見張りの支障となる灯火は消灯して航行すること。 

・小型船舶の船長は、暴露甲板上で操船等する際は、救命胴衣を着

用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

   

                          国土地理院航空写真 

鳥取県 

本事故発生場所 

（令和６年７月２８日 

００時３７分ごろ） 

地ノ御前島

島根県 

美保関灯台 美保関灯台 

帰港開始場所 

地蔵埼 

美保関漁港 
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写真３ 本船 

 


